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公民連携（ＰＰＰ）事業の手法
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公営型
行政が自ら庁舎等の公共施設等を建設し、運営･維持管理を直営で行う方式

民営型
行政が自ら庁舎等の公共施設等を建設する方式
指定管理者制度(管理代行)により、運営･維持管理を民間に委託する方式

企画・立案、設計・工事､維持管理を一括して民間に発注し、行政は竣工した施設を
賃借(リース)し、建物工事費及び維持管理費を賃料によって割賦払いする方式
事業期間満了後(割賦代金完済後)、建物は行政へ無償譲渡される

ＢＴＯ
ＰＦＩ事業者が施設を建設（Build）した後、施設の所有権を行政側に移管
（Transfer)したうえで、ＰＦＩ事業者がその施設の運営（Operate）を行う方式

ＢＬＴ
ＰＦＩ事業者が建設（Build）した施設を、公共側に一定期間リース（Lease）し、
予め定められたリース料で事業コストを回収した後、行政に施設の所有権を移管
（Transfer）する方式

ＢＯＴ
ＰＦＩ事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設（Build）し、契約期間にわたり運
営（Operate）・管理を行って、資金回収した後、行政側にその施設を移管
（Transfer）する方式

民間事業者に借地（定期借地権設定）し、民間事業者が借地上に整備する施設を賃
借する方式。又は公共施設整備は行政側が行うが民間事業者からの地代を整備費に
充てる方式

所有する土地資産の価値を民間事業者が建設する施設の床の所有権に交換し、行政
施設とする方式（取得する建物価値＝提供する土地価値）

公有地を信託銀行等に信託し、信託銀行等が建設する施設の一部を行政が公共施設
として賃借する方式

定期借地権方式

等価交換方式

（賃貸型）土地信託方式

建物リース方式

ＰＦＩ方式

自己建設方式
（従来方式）

事業手法 概　　　　要
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定期借地権方式による公共施設整備の事例

旧庁舎の跡地を民間に貸付け、新庁舎の整備資金に充当するスキーム（豊島区）

• 現庁舎の跡地を民間事業者に定期借地
権で貸付け､一括前受け地代を受領。

• 再開発ビルの中層階に新庁舎を整備
• 床の取得資金に現庁舎跡地の地代を充当

11F ～49Ｆ
住宅ゾーン

※ 地権者持分以外は
民間ディベロッパーが分譲

1F ～10Ｆ
豊島区本庁舎
商業施設・
事務所ゾーン

出所：豊島区、南池袋二丁目A地区市街地再開発組合、
東京建物株式会社ほか提供資料をもとに作成

新庁舎

旧庁舎

一括前払い地代

旧庁舎跡地の将来像

新豊島区本庁舎
Ｈ27年5月ｵｰﾌﾟﾝ
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不動産鑑定士が行うことのできるPPP支援の例
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1. 公共施設整備に係る対象地等の調査

2. 事業目的を実現するための事業手法の検討・立案

3. 事業化の条件（導入機能等）に係る各種検討

4. 民間事業者等への事前サウンディング調査

5. 土地価格・地代等の検討調査（価格等調査）

6. 事業者の選定方法及び審査方法の検討

7. 事業提案競技実施募集要項等の作成支援

8. 事業者選定に係る各種アドバイザリー業務

9. 優先交渉権者と公共団体との各種協議に係る支援

10.事業者との各種契約等の締結に係る支援業務

11.事業の安全・確実な推進支援（モニタリング）

12.事業の効果に関する評価支援



公会計への不動産鑑定士の関与の例

公共施設等総
合管理計画作
成支援

売却可能資産、棚
卸資産の時価把
握

固定資産台帳の
整備支援

財務諸表作
成支援

内容
今後見込まれ
る公共施設の
需要や既存施
設の劣化状況
等を調査し、
総合管理計画
の作成支援を
行う。

地公体等が保有す
る不動産が売却可
能資産または棚卸
資産に位置づけら
れる場合、時価把
握が必要となるこ
とからその支援を
行う。

土地、建物だけで
なく、インフラ等も
含めて、すべての
固定資産につい
て、会計と連動し
た台帳を作成す
るための支援を
行う。

発生主義によ
る財務諸表を
作成するため
の支援を行う。

備考
総財務第74号
（平成26年4月
22日）

「資産評価及び固
定資産台帳整備
の手引き」

「統一的な基
準による公会
計マニュア
ル」
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空き家問題に対する不動産鑑定士の関与の例

物件調査 空き家の
分類

地方公共団
体への施策
支援

土地評価に
関する相談
対応

移住希望者
への説明

対象
市区町村内
全域

市区町村内の
空き家

市区町村、地
域

個別の空き
家物件、全体
の枠組み

個別の空き
家物件、全体
の枠組み

内容
・空き家か
否かの判定

・部位別の
管理状態等
を調査する。

利活用、適正
管理の両面か
ら空き家のラ
ンク判定を行
う。

原因、ポテン
シャル等を分
析し、施策支
援を行う。

公的評価の
相違等に対
する市民から
の疑問・批判
等に説得力
のある説明を
行う。

移住希望者
に地域の魅
力や不動産
取引における
留意点を説
明する。

5
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空き家問題に対する民間の取り組みの例
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市
区
町
村

所
有
者

適
正
管
理

有
効
活
用

サポート 実行

・近隣住民からの苦情
・地域活性化、定住化

・行政や近隣住民からのプレッシャー
・固定資産税の増額
・相続問題

■宅建業者・・売却、賃貸、管理代行
■工務店・・リフォーム、解体
■銀行・・解体、リフォームローン
■税理士・・相続に伴う申告等
■不動産鑑定士・・住宅ファイル制度等

■航測会社・・実態調査、データベース
■コンサル・・対策計画策定
■建築士・・特定空家調査
■大学教授、有識者、自治会・・協議会
■不動産鑑定士・・調査方法、利活用提案

■NPO法人・・まちづくり、活性化、相談窓口
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メガソーラー施設に係る評価・調査の例

立地に関
する調査

施設全体
の評価

施設のうち
土地のみの
評価

地代評価 屋根の
使用料の
評価

会社・株
式の評価

対象
土地の価
格形成要
因

設備及び
土地（一体
としての評
価）

土地の部分
鑑定評価

地代 使用料 会社・株
式

備考
一般の不
動産の開
発等と異
なる法令
が適用さ
れる

投信法の
適用を受け
ない場合
（私募ファ
ンド等）

投信法の適
用を受ける
場合（上場
インフラファ
ンド）

土地を賃
借する場
合

他者所有
建物の屋
根にソー
ラー施設
を設置す
る場合

Ｍ＆Ａ等
で施設保
有会社を
売買する
場合

※ 本表で「土地」とは設備が設置された土地及び土地の地上権・賃借権等を指す。
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不動産鑑定士が行う海外不動産の評価・調査の例
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ガイドライン
に基づく鑑
定評価等

不動産市場
の特性等に
関する調査

資産評価 キャッシュフ
ロー予測

事業・会
社・株式
評価

対象 海外の
不動産

海外の不動
産マーケット

海外の不
動産・動産
その他の
資産

未竣工の開
発プロジェク
トなど

事業・会
社・株式

備考 補助方式と
検証方式が
ある

需要予測

法規制、商
慣習、その
他

現地の
専門家
と連携

事業評価の
前段階の
調査

中国では

専門の資
格がある


